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(54)【発明の名称】 内視鏡

(57)【要約】
【課題】対物光学系を小型化し、内視鏡挿入部の挿入性
を向上させる。
【解決手段】対物レンズユニット３１は、複数のレンズ
３２ａ，３２ｂ，３３ａ，３３ｂと、枠体である略円筒
形の第１及び第２のレンズ枠３４，３５とから構成され
る。第１のレンズ枠３４の後端側延設部３４ａには一対
の凸部３４ｂ及び一対の凹部３４ｃが設けられ、また第
２のレンズ枠３５の先端側延設部３５ａには一対の凸部
３５ｂ及び一対の凹部３５ｃが設けられており、凸部３
４ｂは凹部３５ｃに、凸部３５ｂは凹部３４ｃにそれぞ
れ嵌まるように組み合わされ、凸部３４ｂはレンズ３３
ａに、凸部３５ｂはレンズ３２ｂに嵌合するように形成
されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  複数のレンズを有する対物光学系と、
この対物光学系の像を撮像する固体撮像素子を設けた撮
像系を有し、
前記複数のレンズのうち少なくとも前側のレンズを保持
して後側に延設された第１のレンズ枠と、前記複数のレ
ンズのうち少なくとも後側のレンズを保持して前側に延
設され前記第１のレンズ枠と同軸の第２のレンズ枠とを
設け、
前記第１のレンズ枠の後側延設部と前記第２のレンズ枠
の前側延設部との双方に互いに他に挿入される少なくと
も一対の凸部と一対の凹部とを設け、
前記第１のレンズ枠の凸部が前記前側のレンズよりも後
側に配置されたレンズの外径を保持するか、又は前記第
２のレンズ枠の凸部が前記後側のレンズよりも前側に配
置されたレンズの外径を保持するとともに、前記第１の
レンズ枠の凸部と前記第２のレンズ枠の凸部とのそれぞ
れの外径を略同一に形成したことを特徴とする内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、先端部に対物光学
系とこの対物光学系の像を撮像する固体撮像素子を設け
た撮像系を有する内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、細長の挿入部を体腔内や管路内に
挿入して、体腔内や管路内の被写体像をモニタ観察でき
る内視鏡が広く活用されている。このような内視鏡の一
例である電子内視鏡では、先端部に対物光学系とこの対
物光学系の像を撮像する固体撮像素子を設けた撮像系と
から成る撮像装置を有している。このような撮像装置の
一例を示す。例えば、特開平１１－３５２４１４号公報
では、対物光学系は複数のレンズから構成されており、
該レンズは前側のレンズ群と後側のレンズ群に分けら
れ、第１のレンズ枠（符号３）及び第２のレンズ枠（符
号１６）により保持されるとともに、第１のレンズ枠と
第２のレンズ枠は相対する嵌合部により重ねて嵌合され
ることで対物光学系が構成されていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開平
１１－３５２４１４号公報に示された技術では、第１及
び第２のレンズ枠の嵌合部は内側と外側で重なり合うの
で、その部分の外径が大きくなり、内視鏡に組み合わせ
た場合、内視鏡の先端が大きくなってしまうという不具
合を有していた。
【０００４】本発明は、これらの事情に鑑みてなされた
ものであり、対物光学系を小型にすることで撮像装置を
小型化し、これにより内視鏡挿入部を細くして、挿入性
の向上を図った内視鏡を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
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請求項１に記載の内視鏡は、複数のレンズを有する対物
光学系と、この対物光学系の像を撮像する固体撮像素子
を設けた撮像系を有し、前記複数のレンズのうち少なく
とも前側のレンズを保持して後側に延設された第１のレ
ンズ枠と、前記複数のレンズのうち少なくとも後側のレ
ンズを保持して前側に延設され前記第１のレンズ枠と同
軸の第２のレンズ枠とを設け、前記第１のレンズ枠の後
側延設部と前記第２のレンズ枠の前側延設部との双方に
互いに他に挿入される少なくとも一対の凸部と一対の凹
部とを設け、前記第１のレンズ枠の凸部が前記前側のレ
ンズよりも後側に配置されたレンズの外径を保持する
か、又は前記第２のレンズ枠の凸部が前記後側のレンズ
よりも前側に配置されたレンズの外径を保持するととも
に、前記第１のレンズ枠の凸部と前記第２のレンズ枠の
凸部とのそれぞれの外径を略同一に形成したことによ
り、第１及び第２のレンズ枠を用いた対物光学系の外径
を小さくすることができる。
【０００６】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
を参照して説明する。
（第１の実施の形態）図１ないし図３は本発明の第１実
施形態に係り、図１は内視鏡装置の概略構成を説明する
図、図２は撮像装置を示す断面図、図３は撮像装置を示
す分解斜視図である。
【０００７】（構成）図１に示すように本実施形態の内
視鏡装置１は、撮像手段として固体撮像素子（例えばＣ
ＣＤ）を備えた電子電子内視鏡（以下内視鏡と記載す
る）２と、照明光を供給する光源装置３と、撮像手段を
制御するとともに前記撮像手段から得られる信号を処理
するピデオプロセッサ４と、このビデオプロセッサ４に
接続されたモニタ５とで主に構成されている。
【０００８】前記内視鏡２は、細長で可撓性を有する挿
入部１０と、この挿入部１０の基端部に連設する操作部
１１と、この操作部１１の側方から延出する可撓性を有
するユニバーサルコード１２とで構成されている。
【０００９】前記ユニバーサルコード１２の端部には前
記光源装置３に着脱自在なコネクタ１２ａが設けられて
いる。このコネクタ１２ａを光源装置３に接続すること
によって、光源装置３に備えられている図示しないラン
プからの照明光が内視鏡２の図示しないライトガイドを
伝送されて観察部位を照射するようになっている。
【００１０】前記内視鏡２の細長で可撓性を有する挿入
部１０は、先端側から順に硬性で例えば先端面に図示し
ない観察窓や照明窓などを配設した先端硬性部１３、複
数の湾曲駒を連接して湾曲自在な湾曲部１４、微妙な柔
軟性と弾性とからなる可撓性を有する軟性部である可撓
管部１５とを連設して構成されている。前記湾曲部１４
は、操作部１１に設けられている図示しない湾曲操作ノ
ブを適宜操作することによって湾曲し、観察窓等を配設
した先端硬性部１３の先端面を所望の方向に向けられる
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ようになっている。
【００１１】前記操作部１１には前記湾曲操作ノブの他
に先端面に設けた図示しない送気送水ノズルから前記観
察窓に向けて洗浄液体や気体を噴出させる際の送気操
作、送水操作を行う送気送水操作ボタン１７及び先端面
に設けた図示しない吸引口を介して吸引操作を行うため
の吸引操作ボタン１８や前記ビデオプロセッサ４を遠隔
操作する複数のリモートスイッチ１９が設けられてい
る。
【００１２】先端硬性部１３には、撮像装置３０が設け
られ、光源装置３には同期回路３ａが設けられ，ビデオ
プロセッサ４には信号処理回路４ａが設けられている。
撮像装置３０の基端側には各種制御信号の入力及び映像
信号の出力を行うためのケーブル７が接続されている。
撮像装置３０は、挿入部１０、操作部１１及びユニバー
サルコード１２の内部に配設された信号ケーブル７と、
スコープケーブル４ｂの内部に配設された信号ケーブル
４ｄとを介してビデオプロセッサ４の信号処理回路４ａ
に接続される。これにより、撮像装置３０からの映像信
号は信号処理回路４ａに供給されるようになっている。
同期回路３ａと信号処理回路４ａは同期ケーブル８によ
り接続されており、撮像装置３０の撮像のタイミングと
光源装置３の点滅のタイミングの同期を取ることが可能
になっている。信号処理回路４ａは信号出力ケーブル９
によってモニタ５に接続されている。
【００１３】前記コネクタ１２ａの側部には電気コネク
タ部１２ｂが設けられている。この電気コネクタ部１２
ｂには前記ビデオプロセッサ４に接続されたスコープケ
ーブル４ｂの信号コネクタ４ｃが着脱自在に接続され
る。この信号コネクタ４ｃを電気コネクタ部１２ｂに接
続することによって、内視鏡２の撮像装置３０を制御す
るとともに、この撮像装置３０から伝送される電気信号
から映像信号を生成して、内視鏡観察画像を前記モニタ
５の画面上に表示画像６として表示する。
【００１４】以下、図２及び図３を用いて撮像装置３０
を説明する。ここで、図２の断面図では、対物光学系の
図中一点鎖線より上側は、第１のレンズ枠３４の凹部３
４ｃ（図３参照）を通る線で切った場合の断面を示し、
対物光学系の図中一点鎖線より下側は、第１のレンズ枠
３４の凸部３４ｂ（図３参照）を通る線で切った場合の
断面を示している。
【００１５】図２及び図３に示すように、内視鏡の先端
部等に用いられる撮像装置３０は、複数のレンズ３２
ａ，３２ｂ，３３ａ，３３ｂを有する対物光学系の対物
レンズユニット３１と、この対物光学系の像を撮像する
レンズ３３付の固体撮像素子４２を備えた撮像系の撮像
ユニット４１等から主に構成される。
【００１６】さらに詳細に説明すると、対物レンズユニ
ット３１は、複数のレンズ３２ａ，３２ｂ，３３ａ，３
３ｂと、枠体である略円筒形の第１及び第２のレンズ枠
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３４，３５と、明るさ絞り３７とから構成される。前側
のレンズ群となるレンズ３２ａ，３２ｂは第１のレンズ
枠３４に、後側のレンズ群となるレンズ３３ａ，３３ｂ
は第２のレンズ枠３５にそれぞれ固定されている。レン
ズ３３ｃは、その後側が固体撮像素子４２に一体に接続
され、前側が第２のレンズ枠３５の後ろ側に挿入される
ようになっている。これにより、レンズ３３ｃは、第２
のレンズ枠３５に、ピント合わせや、第２のレンズ枠３
５とレンズ３３ｃとの間のクリアランスを使って偏角や
片ボケの調整が可能な様に取り付けられている。第１の
レンズ枠３４の後端側延設部３４ａには一対の凸部３４
ｂ及び一対の凹部３４ｃが設けられ、また第２のレンズ
枠３５の先端側延設部３５ａには一対の凸部３５ｂ及び
一対の凹部３５ｃが設けられており、凸部３４ｂは凹部
３５ｃに、凸部３５ｂは凹部３４ｃにそれぞれ同径で嵌
まり合うように組み合わされ、凸部３４ｂはレンズ３３
ａに、凸部３５ｂはレンズ３２ｂに嵌合するように形成
されている。
【００１７】第１のレンズ枠３４の内側には、レンズ３
２ａ，３２ｂの位置決めを行うための段部３６が形成さ
れ、第２のレンズ枠３５の内側には、レンズ３３ａと明
るさ絞り３７の位置決めを行うための段部３８が形成さ
れている。レンズ３３ａと３３ｂは接合されている。
【００１８】このような構造により、対物レンズユニッ
ト３１では、前記複数のレンズ３２ａ，３２ｂ，３３
ａ，３３ｂのうち少なくとも最先端のレンズ３２ａを保
持して後端側に延設された第１のレンズ枠３４と、前記
複数のレンズのうち少なくとも最後端のレンズ３３ｂを
保持して先端側に延設され前記第１のレンズ枠３４と同
軸の第２のレンズ枠３５とが設けられ、前記第１のレン
ズ枠３４の後端側延設部３４ａと前記第２のレンズ枠３
５の先端側延設部３５ａとの双方に互いに他に挿入され
る少なくとも一対の凸部３４ｂ，３５ｂと一対の凹部３
４ｃ，３５ｃとが設けられている。
【００１９】また、対物レンズユニット３１では、前記
第１のレンズ枠３４の凸部３４ｂが前記最先端のレンズ
３２ａよりも後端側に配置されたレンズ３３ａの外径を
保持するか、又は前記第２のレンズ枠３５の凸部３５ｂ
が前記最後端のレンズ３３ｂよりも前端側に配置された
レンズ３２ａの外径を保持するとともに、前記第１のレ
ンズ枠３４の凸部３４ｂと前記第２のレンズ枠３５の凸
部３５ｂとのそれぞれの外径が略同一に形成されてい
る。
【００２０】一方、撮像ユニット４１において、複数の
リード線４３は固体撮像素子４２に取り付けられている
もので、リード線４３の一部は第１の印刷配線板４４に
配線されている。リード線４３の残りは第２の印刷配線
板４６に配線されている。また、第１の印刷配線板４４
には実装部品４５が実装されており、信号ケーブル７の
一部が配線されている。第２の印刷配線板４６には信号
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ケーブル７の残りが配線されている。これら電装部リー
ド線４３，第１及び第２の印刷配線板４４，４６、実装
部品４５及び信号ケーブル７の先端側はシールド部材４
７によりシールドされるとともに、封止部材４８により
封止されている。
【００２１】（効果）このような発明の実施の形態によ
れば、第１のレンズ枠３４と第２のレンズ枠３５が重な
り合う部分がなく、第１のレンズ枠３４の外径と第２の
レンズ枠３５の外径が略同一のため、第１及び第２のレ
ンズ枠３４，３５を用いた対物レンズユニット３１の外
径を小さくすることができ、撮像装置３０自体を小型に
出来る。これにより内視鏡の挿入部を細くできるので、
患部への挿入性の向上を実現できる。
【００２２】（第２の実施の形態）図４は本発明の第２
実施形態に係る内視鏡の対物レンズユニットを示す断面
図であり、図示以外の構成要素は図１乃至図３に示した
発明の実施の形態と同様になっている。
【００２３】（構成）図４において、対物レンズユニッ
ト５１は、複数のレンズ５２ａ，５２ｂ，５３ａ，５３
ｂと、枠体である略円筒形の第１及び第２のレンズ枠５
４，５５とから構成される。レンズ５２ａは第１のレン
ズ枠５４に、後側のレンズ群となるレンズ５３ａ，５３
ｂは第２のレンズ枠５５にそれぞれ固定されている。第
１のレンズ枠５４の後端側延設部５４ａには一対の凸部
５４ｂ及び一対の凹部５４ｃが設けられ、また第２のレ
ンズ枠５５の先端側延設部５５ａには一対の凸部５５ｂ
及び一対の凹部５５ｃが設けられており、凸部５４ｂは
凹部５５ｃに、凸部５５ｂは凹部５４ｃにそれぞれ嵌ま
るように組み合わされ、凸部５４ｂ，５５ｂはレンズ５
５ｂに嵌合するように形成されている。
【００２４】第１のレンズ枠５４の内側には、レンズ５
２ａ，５２ｂの位置決めを行うためのスペーサ５７が挿
入され、第２のレンズ枠５５の内側には、レンズ５３
ａ，５３ｂの位置決めを行うためのスベーサ５８が挿入
されている。第２のレンズ枠５５は、凸部５５ｂによっ
てレンズ５２ｂ，５３ａの間のスペーサ５９を保持する
ようになっている。
【００２５】（効果）このような発明の実施の形態によ
れば、第１のレンズ枠５４と第２のレンズ枠５５が重な
り合う部分がなく、第１のレンズ枠５４の外径と第２の
レンズ枠５５の外径が略同一のため、図１乃至図３に示
した実施の形態と同様の効果が得られるとともに、レン
ズ枠５４，５５及びスペーサ５７，５８，５９は段部の
ない円筒形状で構成したので図１乃至図３に示した実施
の形態に比べて安価である。
【００２６】（第３の実施の形態）図５は本発明の第３
実施形態に係る内視鏡の対物レンズユニットを示す断面
図であり、図示以外の構成要素は図１乃至図３に示した
発明の実施の形態と同様になっている。
【００２７】（構成）図５に示すように、内視鏡の先端
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部等に用いられる撮像装置６０は、複数のレンズ６２
ａ，６２ｂを有する対物光学系の対物レンズユニット６
１と、この対物光学系の像を撮像するカバーガラス６３
ｃ付きの固体撮像素子７２を設けた撮像系の撮像ユニッ
ト７１等から主に構成される。
【００２８】対物レンズユニット６１は、複数のレンズ
６２ａ，６２ｂと、枠体である略円筒形のレンズ枠６４
と、低屈折率透明樹脂６５から構成される。レンズ枠６
１は、該レンズ６２ａ，６２ｂをある間隔をもって固定
保持する。カバーガラス６３ｃは固体撮像素子７２に一
体に形成されている。レンズ枠６４の内側には、レンズ
６２ａ，６２ｂの位置決めを行うための段部６６が形成
されてる。レンズ枠６４の側面には樹脂挿入孔６４ａが
形成されている。該レンズ６２ａ，６２ｂ間と該レンズ
枠６４でかこまれた空間は、低屈折透明樹脂６５が封入
されている。
【００２９】複数のリード線７３は固体撮像素子７２に
取り付けられているもので、複数のリード線７３の一部
は第１の印刷配線板７４に配線されている。複数のリー
ド線７３の残りは第２の印刷配線板７６に配線されてい
る。リード線７３，第１及び第２の印刷配線板７４，７
６はシールド部材７８によりシールドされている。
【００３０】ここで、本発明の実施の形態では、レンズ
６２ａ，６２ｂをレンズ枠６４の所定位置に固定した
後、レンズ粋６１に設けた樹脂注入孔６４ａより硬化前
の低屈折透明樹脂６５を注入し、注入した低屈折透明樹
脂６５を例えばレンズ６２ａ，６２ｂ等を介して紫外線
を照射することによって硬化させている。
【００３１】（効果）ところで、従来の内視鏡の撮像ユ
ニットに使用される対物レンズユニットのレンズは、一
部のレンズ（接合レンズ）を除いて、レンズの間に空気
層が存在し、その空気層に侵入した湿気が温度変化でレ
ンズ表面に結露し、視野くもりを発生させていた。
【００３２】これに対して、本実施の形態では、レンズ
間に低屈折透明樹脂６５を封入したことにより、レンズ
間に空気層が無く、湿気が混入して、温度変化によりレ
ンズに結露する事がないため、視野曇りを防止する事が
出来る。この場合、レンズ６２ａ，６２ｂ間に樹脂を注
入しても、その注入される樹脂が低屈折率なので、レン
ズ性能を低下させることはない。また、対物レンズユニ
ット６１はレンズ枠６４にレンズ６２ａ，６２ｂを組み
込んだ後に樹脂注入孔６４ａにより注入する事が出来る
ため、組立作業性が良い。
【００３３】（第４の実施の形態）図６は本発明の第４
実施形態に係る内視鏡の対物レンズユニットを示す断面
図であり、図示以外の構成要素は図５に示した発明の実
施の形態と同様になっている。
【００３４】（構成）図６に示すように、内視鏡の先端
部等に用いられる撮像装置８０は、複数のレンズ８２
ａ，８２ｂ，８２ｃを有する対物光学系の対物レンズユ
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7
ニット８１と、この対物光学系の像を撮像する図５と同
様の撮像系の撮像ユニット７１等から主に構成される。
【００３５】対物レンズユニット８１は、複数のレンズ
８２ａ，８２ｂ，８２ｃと、枠体である略円筒形のレン
ズ枠８４と、低屈折率透明樹脂８５から構成される。レ
ンズ枠８４は、該レンズ８２ａ，８２ｂ，８２ｃをある
間隔をもって固定保持する。レンズ枠８４の内側には、
レンズ８２ａ，８２ｂ，８２ｃの位置決めを行うための
段部８６，８７が形成されてる。レンズ枠８４の側面に
は樹脂挿入孔８４ａ，８４ｂが形成されている。樹脂挿
入孔８４ａはレンズ８２ａ，８２ｂ間に連通している。
樹脂挿入孔８４ｂはレンズ８２ｂ，８２ｃ間に連通して
いる。該レンズ８２ａ，８２ｂ間と該レンズ枠８４でか
こまれた空間及び該レンズ８２ｂ，８２ｃ間と該レンズ
枠８４でかこまれた空間は、低屈折透明樹脂８５が封入
されている。
【００３６】ここで、本発明の実施の形態では、レンズ
８２ａ，８２ｂ，８２ｃをレンズ枠８４の所定位置に固
定した後、レンズ枠８４に設けた樹脂注入孔８４ａ，８
４ｂより硬化前の低屈折透明樹脂８５を注入し、注入し
た低屈折透明樹脂８５を紫外線を照射することによって
硬化させている。
【００３７】（効果）このような発明の実施の形態によ
れば、三枚のレンズ８２ａ，８２ｂ，８２ｃを隙間を介
してレンズ枠８４の所定位置に固定する対物レンズユニ
ットにおいても、図５の実施の形態と同様の効果が得ら
れる。
【００３８】（第５の実施の形態）図７は本発明の第５
実施形態に係る内視鏡の対物レンズユニットを示す断面
図であり、図示以外の構成要素は図５に示した発明の実
施の形態と同様になっている。
【００３９】（構成）図７に示すように、内視鏡の先端
部等に用いられる撮像装置９０は、複数のレンズ６２
ａ，６２ｂを有する対物光学系の対物レンズユニット９
１と、図５と同様の撮像ユニット７１等から主に構成さ
れる。
【００４０】対物レンズユニット９１は、複数のレンズ
６２ａ，６２ｂと、枠体である略円筒形のレンズ枠９４
と、低屈折率透明樹脂９５と、レンズ枠９４とは別体の
スペーサ９６とから構成される。レンズ枠９４は、該レ
ンズ６２ａ，６２ｂをある間隔をもって固定保持する。
レンズ枠９４の内側には、レンズ６２ａ，６２ｂの位置
決めを行うためのスペーサ９６が挿入されている。レン
ズ枠６４及びスペーサ９６の側面にはそれぞれ樹脂挿入
孔９４ａ，９６ａが形成されている。樹脂挿入孔９４
ａ，９６ａはレンズ８２ａ，８２ｂ間に連通している。
該レンズ６２ａ，６２ｂ間とスペーサ９６でかこまれた
空間は、低屈折透明樹脂６５が封入されている。
【００４１】（効果）このような発明の実施の形態によ
れば、図５の実施の形態と同様の効果が得られるととも
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に、レンズ枠９４及びスペーサ９６は段部のない円筒形
状で構成したので図５の実施の形態に比べて安価であ
る。
【００４２】（第６の実施の形態）図８は本発明の第６
実施形態に係る内視鏡の対物レンズユニットを示す断面
図であり、図示以外の構成要素は図５に示した発明の実
施の形態と同様になっている。
【００４３】（構成）図８に示すように、内視鏡の先端
部等に用いられる撮像装置１１０は、対物光学系の対物
レンズユニット１１１と、図５と同様の撮像ユニット７
１等から主に構成される。
【００４４】対物レンズユニット１１１は、複数のレン
ズ１１２ａ，１１２ｂと、枠体である略円筒形のレンズ
枠１１４と、明るさ絞り１１５と、レーザー光カットフ
ィルタ１１６と、カラーバランス調整用のフィルタ１１
７と、スペーサ１１８とから構成される。レンズ枠１１
４の内側には、レンズ１１２ａ，明るさ絞り１１５、レ
ーザー光カットフィルタ１１６及びフィルタ１１７の決
めを行うための段部１１９が形成されてる。また、レン
ズ枠９４の内側には、レンズ１１２ｂの位置決めを行う
ためのスペーサ９６が挿入されている。
【００４５】レンズ枠９４の段部１１９の前側にはレン
ズ１１２ａが挿入され、レンズ枠９４の段部１１９の後
ろ側には、前から明るさ絞り１１５と、レーザー光カッ
トフィルタ１１６と、フィルタ１１７、スペーサ１１
８、レンズ１１２ｂの順に挿入されている。レーザー光
カットフィルタ１１６の前面の明るさ絞り１１５の開口
に対応する位置には、レーザー光カットコート面１１６
ａが形成されている。レーザー光カットコート面１１６
ａは干渉膜型のコーティングとなっている。
【００４６】（効果）ところで、従来、内視鏡処置の例
として、レーザ光を用いて病変部を焼灼したり、出血部
を止血する事が有るが、レーザ光は連続光であるため、
固体撮像素子として面順次式のＣＣＤを有する内視鏡の
場合、ブランキング期間中にも光が入ってしまい、画像
が白く飛んでしまうことがある。そこでレーザー光の波
長を効果的にカットするフィルタを撮像装置の中に内蔵
する内視鏡が使われていたが、そのフィルタの撮像装置
内の位置は特に決まっておらず、効果的な位置に配置し
ているとは言えなかった。
【００４７】しかしながら、本実施の形態では、レーザ
ー光カットフィルタ１１６を明るさ絞り１１５よりも固
体撮像素子７２側に設けることにより、必要最小限の大
きさのカットフィルタですむので、効果的にレーザー光
をカットする事が出来る。
【００４８】特に、明るさ絞り１１５の間近にレーザー
光カットフイルタ１１６を設けた場合、明るさ絞り１１
５での光線高さが一番小さいので、最も効果的にレーザ
ー光をカットできる。
【００４９】また、レーザー光カットフィルタ１１６
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9
は、レーザー光カットコート面１１６ａを干渉膜型のコ
ーティングとしたので、ガラスの母体は安価な物で済
み、低価格化が可能になる。
【００５０】（第７の実施の形態）図９は本発明の第７
実施形態に係る内視鏡の対物レンズユニットを示す断面
図である。図示以外の構成要素は図１乃至図３に示した
発明の実施の形態と同様になっている。
【００５１】（構成）図９において、撮像装置１２０の
対物レンズユニット１２１は、複数のレンズ１２２ａ，
１２２ｂ，１２３ａ，１２３ｂと、枠体である略円筒形
の第１及び第２のレンズ枠１２４，１２５と、明るさ絞
り１２６，１２７とから構成される。前側のレンズ群と
なるレンズ１２２ａ，１２２ｂは第１のレンズ枠１２４
に、後側のレンズ群となるレンズ１２３ａ，１２３ｂは
第２のレンズ枠１２５にそれぞれ固定されている。レン
ズ３３ｃは図１の実施の形態と同様に後側が固体撮像素
子４２に接続され、レンズ３３ｃの前側は第２のレンズ
枠１２５の後ろ側に挿入するようになっている。
【００５２】第１のレンズ枠１２４の内側には、レンズ
１２２ａ，１２２ｂ及び明るさ絞り１２６の位置決めを
行うための段部１２８が形成されている。レンズ１２２
ａは外周の後ろ側にフランジ部１２２ｃが形成されてお
り、フランジ部１２２ｃと明るさ絞り１２６は、第１の
レンズ枠１２４の前側のカシメ部１２４ａと段部１２８
に挟まれて固定されている。レンズ１２２ｂは外周の前
側にフランジ部１２２ｄが形成されており、フランジ部
１２２ｄは、第１のレンズ枠１２４の後側のカシメ部１
２４ｂと段部１２８に挟まれて固定されている。レンズ
１２２ｂは外周の後側が第２のレンズ枠１２４の前側に
挿入されている。
【００５３】第２のレンズ枠１２５の内側には、レンズ
１２３ａと明るさ絞り１２７の位置決めを行うための段
部１２９が形成されている。レンズ１２３ａと１２３ｂ
は接合されている。
【００５４】ところで、従来、対物レンズユニットの第
１のレンズ枠にレンズを固定する場合は、接着及び乾燥
を用いていたが、本発明の実施の形態では、カシメによ
り固定するので、接着及び乾燥の工程がいらず、製造コ
ストを低減できる。
【００５５】（第８の実施の形態）図１０は本発明の第
８の実施の形態に係る内視鏡の撮像ユニットの内部構造
を示す斜視図である。図示以外の構成要素は図５に示し
た発明の実施の形態と同様になっている。
【００５６】（構成）撮像ユニット１３１において、複
数のリード線１３３ａ，１３３ｂは、固体撮像素子１３
２に取り付けられているもので、一部のリード線１３３
ａはフレキシブル基板１３４の配線パターン１３４ａに
配線接続されている。フレキシブル基板１３４の内側面
には電装部品１３５が実装されてている。フレキシブル
基板１３４には、開口部１３４ｂが形成されており、電

10
装部品１３５の一部を開口部１３４ｂによりフレキシブ
ル基板１３４の外側に露出させて、そこに一部の信号ケ
ーブル７の配線部７ａを接続している。信号ケーブル７
は、他の一部がフレキシブル基板１３４の配線１３４ａ
に接続され、残りが固体撮像素子１３２の複数のリード
線１３３ｂに接続されている。
【００５７】（効果）ところで、従来のフレキシブル基
板の内側面に実装された電装部品に直接信号ケーブルを
接続する場合は、フレキシブル基板の内側に信号ケーブ
ルを配線しなければならなかった。
【００５８】一方、本実施の形態では、フレキシブル基
板１３４の外側に電装部品１３５の信号ケーブルを配線
でき、配線をコンパクト化できる。また、フレキシブル
基板１３４の後側の配線部を内側に位置させることで、
さらに小型化が可能になる。
【００５９】（第９の実施の形態）図１１ないし図１３
は本発明の第９の実施の形態に係り、図１１は撮像ユニ
ットの内部部品を第２の基板１４５の短辺側から見た場
合の側面図、図１２は図１１の撮像ユニットを第２の基
板１４５の長辺側から見た場合の側面図、図１３は図１
１の第１の基板１４４を示す正面図、図１４は図１１の
第２の基板１４５を示す正面図である。
【００６０】（構成）図１１乃至図１４に示すように、
撮像ユニット１４０の内部には、固体撮像素子１４１が
内蔵されている。
【００６１】個体撮像素子１４１の図中ｙ軸に直交する
一対の側面には、それぞれＴＡＢ（Tape Automated Bon
ding）テープ１４２，１４３の内側面が接続されてい
る。ＴＡＢテープ１４２，１４３の間には、前から順に
第１及び第２の基板１４４，１４５が挟まれている。
【００６２】第１の基板１４４の前側面には第１の電装
部品（トランジスタ）１４４ａが取り付けられている。
第１の基板１４４の後側面には第２及び第３の電装部品
（コンデンサ）１４４ｂ，１４４ｃが取り付けられてい
る。第２の基板１４５の前側面及び後側面にはそれぞれ
第４及び第５の電装部品（抵抗）１４５ａ，１４５ｂが
取り付けられている。第１の基板１４４は、ｙ軸に直交
する側面が短辺となり、ｘ軸に直交する側面が長辺とな
っている。第２の基板１４５は、ｙ軸に直交する側面が
長辺となり、ｘ軸に直交する側面が短辺となっている。
第１の基板１４４の図中ｙ軸に直交する一対の側面に
は、それぞれＴＡＢテープ１４２，１４３の内側面が接
続されている。第２の基板１４５の長辺側の一対の側面
には、それぞれＴＡＢテープ１４２，１４３の内側面が
接続されている。この場合、ＴＡＢテープ１４２，１４
３は、第１の基板１４４と第２の基板１４５の間で折り
曲げられ、第２の基板１４５側で幅が狭くなっている。
ＴＡＢテープ１４２，１４３の第２の基板１４５取り付
け部近傍の外側面には信号ケーブル１４６の配線部１４
６ａを接続している。この場合、信号ケーブル１４６の
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11
配線部１４６ａは、第２の基板１４５から少し離れたよ
りも第１の基板１４４側に接続している。
【００６３】このような実施の形態によれば、ＴＡＢテ
ープ１４２，１４３は、第１の基板１４４と第２の基板
１４５の間で折り曲げられ、第２の基板１４５側で幅が
狭くなっており、この部分に信号ケーブルの配線部を接
続しているので、配線のコンパクト化が可能で、撮像装
置の小型化が可能になる。また、信号ケーブル１４６の
配線部１４６ａは、第２の基板１４５から少し離れたよ
りも第１の基板１４４側に接続しているので、電気的接
続の信頼性が向上する。
【００６４】（第１０の実施の形態）図１５は本発明の
第１０の実施の形態に係る内視鏡の撮像ユニットの基板
と信号ケーブルの接続構造を示す斜視図である。図示以
外の構成要素は図１乃至図３に示した発明の実施の形態
と同様になっている。
【００６５】（構成）図１５において、基板１５１の前
側面にはリード足１５２ａ，１５２ｂを有する抵抗等の
電装部品１５２が取り付けられている。基板１５１には
開口部１５１ａが形成されており、信号ケーブル１５３
の一部の配線部１５３ａは基板１５１の後側から開口部
１５１ａを介して電装部品１５２のリード足１５２ａに
接続している。電装部品１５２のリード足１５２ｂは基
板１５１の配線に接続している。また、信号ケーブル１
５３の他の一部の配線部１５３ａは、基板１５１の側面
から配線に接続している。
【００６６】（効果）このような発明の実施の形態によ
れば、信号ケーブル１５３の一部の配線部１５３ａを基
板１５１の開口部１５１ａを介して電装部品１５２のリ
ード足１５２ａに直接接続しているので、基板の配線パ
ターンを減らすことができ、撮像ユニットの小型化を行
え、内視鏡の挿入部を小型化することができる。
【００６７】（第１１の実施の形態）図１６は本発明の
第１１の実施の形態に係る内視鏡の撮像ユニットの基板
と信号ケーブルの接続構造を示す斜視図である。図示以
外の構成要素は図１乃至図３に示した発明の実施の形態
と同様になっている。
【００６８】（構成）図１６において、基板１６１の前
側面には電極１６２ａ，１６２ｂを有するチップ部品の
電装部品１６２が取り付けられている。基板１６１には
開口部１６１ａが形成されており、信号ケーブル１６３
の一部の配線部１６３ａは基板１６１の後側から開口部
１６１ａを介して電装部品１６２の電極１６２ａに接続
している。電装部品１６２の電極１６２ｂは基板１６１
の配線に接続している。また、信号ケーブル１６３の他
の一部の配線部１６３ａは、基板１６１の側面から配線
に接続している。
【００６９】（効果）このような発明の実施の形態によ
れば、信号ケーブル１６３の一部の配線部１６３ａを基
板１６１の開口部１６１ａを介して電装部品１６２の電
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極１６２ａに直接接続しているので、図１５の実施の形
態と同様の効果が得られる。
【００７０】（第１２の実施の形態）図１７は本発明の
第１２の実施の形態に係る内視鏡の撮像ユニットの基板
と信号ケーブルの接続構造を示す斜視図である。図１５
の実施の形態と同じ構成要素には同じ符号を付して説明
を省略している。
【００７１】（構成）図１７において、基板１７１の前
側面には電装部品１５２が取り付けられている。基板１
７１にはスルーホール１７１ａが形成されており、信号
ケーブル１５３の一部の配線部１５３ａは基板１７１の
後側からスルーホール１７１ａを介して電装部品１５２
のリード足１５２ａに接続するとともに、スルーホール
１７１ａの導体部１７１ｂに接続している。
【００７２】（効果）このような発明の実施の形態によ
れば、図１５の発明の実施の形態と同様の効果があると
ともに、リード足１５２ａと信号ケーブル１５３の配線
部１５３ａをスルーホール１７１ａに接続できるので、
さらに、撮像ユニットの小型化を行え、内視鏡の挿入部
を小型化することができる。
【００７３】（第１３の実施の形態）図１８乃至図２０
は本発明の第１３の実施の形態に係り、図１８は内視鏡
の固体撮像素子における画面表示に対応した受光面を示
す正面図、図１９は通常表示の場合のモニター表示画面
を示す説明図、図２０は大画面表示の場合のモニター表
示画面を示す説明図である。
【００７４】（構成）図１８乃至図２０に示すように、
通常表示では、固体撮像素子（ＣＣＤ）１８１の受光面
１８２の受光領域は破線に示す狭い領域（符号１８３）
となっており、これに合わせて図１９に示すモニター表
示画面１９１の画像表示領域１９２も画面の左右の非表
示部１９３，１９４が大きくなっている。大画面表示の
場合、固体撮像素子１８１の受光領域は固体撮像素子１
８１の受光面１８２全体の領域（符号１８４）となって
おり、これに合わせて図２０に示すモニター表示画面１
９１の画像表示領域１９５も画面の破線に示す通常表示
の領域１９２よりも広くなっている。
【００７５】（効果）ところで、従来の内視鏡装置で
は、大画面表示と通常表示で固体撮像素子の受光領域は
同じで、大画面表示の場合、電子ズームにより拡大する
ため、画素の補間等によって画質の大きく劣化してい
た。一方、本発明の実施の形態では、大画面表示の場
合、固体撮像素子１８１の受光領域を大きくするので、
画質を劣化させることなく大画面表示を行える。
【００７６】（第１４の実施の形態）図２１は本発明の
第１４の実施の形態に係る内視鏡の固体撮像素子とＴＡ
Ｂテープの配線構造を示す説明図である。
【００７７】（構成）図２１において、ＴＡＢテープ２
０１のインナーリード２０１ａ，２０１ｂは固体撮像素
子２０２の各端子に接続されている。ここで、ＴＡＢテ
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ープ２０１のインナーリード２０１ａ，２０１ｂの内、
幅の広いインナーリード２０１ａを固体撮像素子２０２
のＶout 端子のような発熱量の大きい信号が出力される
端子に接続し、幅の狭いインナーリード２０１ｂを発熱
量の小さい信号が出力された端子に接続している。
【００７８】（効果）ところで、従来の固体撮像素子２
０２とＴＡＢテープの配線構造では、インナーリードの
実装密度を上げると熱がこもり、熱雑音の発生や、内視
鏡先端の温度上昇等の問題が発生していた。一方、本発
明の実施の形態では、発熱量の大きい信号が出力された
端子に幅の広いインナーリード２０１ａを接続すること
により、効果的に放熱を行うようにし、インナーリード
の平均の実装密度を上げた場合において、熱雑音を低下
させ、内視鏡先端の温度上昇等の抑制している。
【００７９】（第１５の実施の形態）図２２は本発明の
第１５の実施の形態に係る内視鏡の固体撮像素子とＴＡ
Ｂテープの配線構造を示す説明図である。
【００８０】（構成）ＴＡＢテープ２１１のインナーリ
ード２１１ａ，２１１ｂは固体撮像素子２１２の各端子
に接続されている。ここで、ＴＡＢテープ２１１のイン
ナーリード２１１ａ，２１１ｂの内、固体撮像素子２１
２のＶout 端子のような比較的発熱量の大きい信号が出
力される端子に接続するインナーリード２１１ａは、左
右のリインナーリードとの間隔を広く設定し、比較的発
熱量の小さい信号が出力される端子に接続するインナー
リード２１１ｂ間の間隔は、狭く設定している。
【００８１】（効果）本発明の実施の形態では、比較的
発熱量の大きい信号が出力された端子に接続するインナ
ーリード２１１ａは、左右のリインナーリードとの間隔
を広く設定しているので、効果的に放熱を行うことがで
き、図２１の実施の形態と同様の効果が得られる。
【００８２】（第１６の実施の形態）図２３は本発明の
第１６の実施の形態に係る内視鏡の固体撮像素子とＴＡ
Ｂテープの配線構造を示す説明図である。
【００８３】（構成）ＴＡＢテープ２２１のインナーリ
ード２２１ａ，２２１ｂは固体撮像素子２２２の各端子
に接続されている。ここで、ＴＡＢテープ２２１のイン
ナーリード２２１ａ，２２１ｂの内、固体撮像素子２２
２のＶout 端子のような比較的発熱量の大きい信号が出
力される端子に接続するインナーリード２２１ａは、最
も外側に配置している。これに合わせて、固体撮像素子
２２２の比較的発熱量の大きい信号が出力される端子を
コーナー側に配置している。
【００８４】（効果）本発明の実施の形態では、複数の
インナーリードの内、比較的発熱量の大きい信号が出力
された端子に接続するインナーリード２１１ａを最も外
側に配置していので、効果的に放熱を行うことができ、
図２１の実施の形態と同様の効果が得られる。
【００８５】［付記］以上詳述したような本発明の上記
実施の形態によれば、以下の如き構成を得ることができ
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る。
【００８６】（付記項１）  複数のレンズから成る対物
光学系と、該対物光学系の像を撮像する固体撮像素子を
有する撮像系とから成り、前記複数の内、前側のレンズ
を保持する第１のレンズ枠と、前記複数の内、後側のレ
ンズを保持する第２のレンズ枠とを設け、前記第１のレ
ンズ枠と第２のレンズ枠が対面する箇所に、それぞれ凸
部を設け、少なくとも前記第１のレンズ枠の凸部が前記
後側のレンズを保持するか又は、前記第２のレンズ枠の
凸部が前記前側のレンズを保持することを特徴とする内
視鏡。
【００８７】（付記項２）  複数のレンズと該レンズを
ある間隔をもって固定保持するレンズ枠とからなる対物
レンズユニットと、該対物レンズユニットにて結像され
た像を撮像する個体撮像素子からなる撮像ユニットを有
する内視鏡において、前記レンズ間と前記該レンズ枠で
かこまれた空間を低屈折透明樹脂で封入したことを特徴
とする内視鏡。
【００８８】（付記項３）  前記低屈折透明樹脂は前記
レンズを前記レンズ枠の所定位置に固定した後、前記レ
ンズ枠に設けた樹脂注入孔より注入した事を特徴とする
付記項２に記載の内視鏡。
【００８９】（付記項４）  複数のレンズと、明るさ絞
りと、レーザー光カットフィルタとをある間隔をもって
固定保持するレンズ枠とからなる対物レンズスニット
と、該対物レンズユニットにて結像された像を撮像する
固体撮像素子からなる撮像ユニットを有する内視鏡にお
いて、前記明るさ絞りの固体撮像素子側にレーザー光カ
ットフィルタを設けた事を特徴とする内視鏡。
【００９０】（付記項５）  前記明るさ絞りの周辺に前
記レーザ光カットフィルタを設けた事を特徴とする付記
項４に記載の内視鏡。
【００９１】（付記項６）  前記レーザ光カットフィル
タは干渉膜型のコーティングを行った透明部材であるこ
とを特徴とする付記項４または５に記載の内視鏡。
【００９２】（付記項７）  複数のレンズから成る対物
光学系と、該対物光学系の像を撮像する固体撮像素子を
有する撮像系とから成り、該レンズの前側のレンズを保
持する第１のレンズ枠と、該レンズの後側のレンズを保
持する第２のレンズ枠とを設け、前記第１のレンズ枠は
かしめ部によって前記前側のレンズを保持し、前記第２
のレンズ枠には前側のレンズの後側が挿入されることを
特徴とする内視鏡。
【００９３】（付記項８）  複数のレンズと該レンズを
ある間隔をもって固定保持するレンズ枠とからなる対物
レンズユニットと、該対物レンズユニットにて結像され
た像を撮像する個体撮像素子からなる撮像ユニットを有
する内視鏡において、前記個体撮像素子に接続されるフ
レキシブル基板は、内側面に電装部品を実装するととも
に、開口部が形成されており、前記電装部品の一部を前
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記開口部から前記フレキシブル基板の外側面側に露出さ
せて、そこに信号ケーブルの一部を接続したことを特徴
とする内視鏡。
【００９４】（付記項９）  複数のレンズと該レンズを
ある間隔をもって固定保持するレンズ枠とからなる対物
レンズユニットと、該対物レンズユニットにて結像され
た像を撮像する個体撮像素子からなる撮像ユニットを有
する内視鏡において、前記個体撮像素子の一対の側面に
第１及び第２のＴＡＢテープの内側面を接続し、これら
第１及び第２のＴＡＢテープの間に前から順に第１及び
第２の基板を取り付けるとともに、この場合、第２の基
板は長辺側の一対の側面を第１及び第２のＴＡＢテープ
に接続したことを特徴とする内視鏡。
【００９５】（付記項１０）  前記信号ケーブルの配線
部を、前記第２の基板から少し離れた第１の基板側の位
置に接続したことを特徴とする付記項９に記載の内視
鏡。
【００９６】（付記項１１）  複数のレンズと該レンズ
をある間隔をもって固定保持するレンズ枠とからなる対
物レンズユニットと、該対物レンズユニットにて結像さ
れた像を撮像する個体撮像素子からなる撮像ユニットを
有する内視鏡において、前記個体撮像素子に接続される
基板は、前側面にリード足を有する電装部品が取り付け
られるとともに、開口部が形成されており、信号ケーブ
ルの配線部が前記基板の後側から開口部を介して電装部
品のリード足に接続することを特徴とする内視鏡。
【００９７】（付記項１２）  複数のレンズと該レンズ
をある間隔をもって固定保持するレンズ枠とからなる対
物レンズユニットと、該対物レンズユニットにて結像さ
れた像を撮像する個体撮像素子からなる撮像ユニットを
有する内視鏡において、前記個体撮像素子に接続される
基板は、前側面にチップ部品が取り付けられるととも
に、開口部が形成されており、信号ケーブルの配線部が
基板の後側から開口部を介してチップの電極に接続する
ことを特徴とする内視鏡。
【００９８】（付記項１３）  複数のレンズと該レンズ
をある間隔をもって固定保持するレンズ枠とからなる対
物レンズユニットと、該対物レンズユニットにて結像さ
れた像を撮像する個体撮像素子からなる撮像ユニットを
有する内視鏡において、前記個体撮像素子に接続される
基板は、前側面にリード足を有する電装部品が取り付け
られるとともに、スルーホールが形成されており、信号
ケーブルの配線部が基板の後側から前記スルーホールを
介して電装部品のリード足に接続することを特徴とする
内視鏡。
【００９９】（付記項１４）  複数のレンズと該レンズ
をある間隔をもって固定保持するレンズ枠とからなる対
物レンズユニットと、該対物レンズユニットにて結像さ
れた像を撮像する個体撮像素子からなる撮像ユニットを
有する内視鏡において、通常表示と大画面表示とで前記*
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*固体撮像素子の受光面の受光領域を切換え、この切換え
に合わせてモニタの表示画面の画像表示領域の拡大及び
縮小を行うことを特徴とする内視鏡装置。
【０１００】（付記項１５）  複数のレンズと該レンズ
をある間隔をもって固定保持するレンズ枠とからなる対
物レンズユニットと、該対物レンズユニットにて結像さ
れた像を撮像する個体撮像素子からなる撮像ユニットを
有する内視鏡において、前記個体撮像素子に接続される
ＴＡＢテープの複数のインナーリード内、比較的発熱量
の大きい信号が出力される端子に接続するインナーリー
ドの幅を比較的大きく設定し、比較的発熱量の小さい信
号が出力される端子に接続するインナーリードの幅を比
較的小さく設定したことを特徴とする内視鏡。
【０１０１】（付記項１６）  複数のレンズと該レンズ
をある間隔をもって固定保持するレンズ枠とからなる対
物レンズユニットと、該対物レンズユニットにて結像さ
れた像を撮像する個体撮像素子からなる撮像ユニットを
有する内視鏡において、前記個体撮像素子に接続される
ＴＡＢテープの複数のインナーリード内、比較的発熱量
の大きい信号が出力される端子に接続するインナーリー
ドの左右のリインナーリードとの間隔を広く設定し、比
較的発熱量の小さい信号が出力される端子に接続するイ
ンナーリード間の間隔を比較的狭く設定したことを特徴
とする内視鏡。
【０１０２】（付記項１７）  複数のレンズと該レンズ
をある間隔をもって固定保持するレンズ枠とからなる対
物レンズユニットと、該対物レンズユニットにて結像さ
れた像を撮像する個体撮像素子からなる撮像ユニットを
有する内視鏡において、前記個体撮像素子に接続される
ＴＡＢテープの複数のインナーリード内、比較的発熱量
の大きい信号が出力される端子に接続するインナーリー
ドを最も外側に配置したことを特徴とする内視鏡。
【０１０３】
【発明の効果】以上述べた様に本発明によれば、対物光
学系の外径を小さくすることができるので、撮像装置自
体を小型にでき、これにより内視鏡の挿入部が細くで
き、挿入性の向上を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は本発明の第１の実施の形態に係る内視鏡
装置のブロック図。
【図２】図１の撮像装置を示す断面図。
【図３】図１の撮像装置を示す分解斜視図。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係る内視鏡の対物
レンズユニットを示す断面図。
【図５】本発明の第３の実施の形態に係る内視鏡の対物
レンズユニットを示す断面図。
【図６】本発明の第４の実施の形態に係る内視鏡の対物
レンズユニットを示す断面図。
【図７】本発明の第５の実施の形態に係る内視鏡の対物
レンズユニットを示す断面図。
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【図８】本発明の第６の実施の形態に係る内視鏡の対物
レンズユニットを示す断面図。
【図９】本発明の第７の実施の形態に係る内視鏡の対物
レンズユニットを示す断面図。
【図１０】本発明の第８の実施の形態に係る内視鏡の撮
像ユニットの内部構造を示す斜視図。
【図１１】本発明の第９の実施の形態に係る撮像ユニッ
トの内部部品を第２の基板の短辺側から見た場合の側面
図。
【図１２】図１１の撮像ユニットを基板の長辺側から見
た場合の側面図。
【図１３】図１１の第１の基板を示す正面図。
【図１４】図１１の第２の基板を示す正面図。
【図１５】本発明の第１０の実施の形態に係る内視鏡の
撮像ユニットの基板と信号ケーブルの接続構造を示す斜
視図。
【図１６】本発明の第１１の実施の形態に係る内視鏡の
撮像ユニットの基板と信号ケーブルの接続構造を示す斜
視図。
【図１７】本発明の第１２の実施の形態に係る内視鏡の
撮像ユニットの基板と信号ケーブルの接続構造を示す斜
視図。
【図１８】本発明の第１３の実施の形態に係る内視鏡の
固体撮像素子における画面表示に対応した受光面を示す*
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*正面図。
【図１９】本発明の第１３の実施の形態に係る内視鏡装
置の通常表示の場合の画面を示す説明図。
【図２０】本発明の第１３の実施の形態に係る内視鏡装
置の大画面表示の場合の画面を示す説明図。
【図２１】本発明の第１４の実施の形態に係る内視鏡の
固体撮像素子とＴＡＢテープの配線構造を示す説明図。
【図２２】本発明の第１５の実施の形態に係る内視鏡の
固体撮像素子とＴＡＢテープの配線構造を示す説明図。
【図２３】本発明の第１５の実施の形態に係る内視鏡の
固体撮像素子とＴＡＢテープの配線構造を示す説明図。
【符号の説明】
１              …内視鏡装置
２０            …内視鏡
３１            …対物レンズユニット
３２ａ，３２ｂ，３３ａ，３３ｂ    …レンズ
３４，３５      …第１及び第２のレンズ枠
３４ａ          …後端側延設部
３５ａ          …先端側延設部
３４ｂ，３５ｂ  …凸部
３４ｃ，３５ｃ  …凹部
４１        …撮像ユニット
４２        …固体撮像素子

【図２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】
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【図１】 【図３】

【図４】 【図５】

【図６】

【図２１】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】 【図２２】
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